
経済産業省
「研究開発税制等の今後の在り方に関する勉強会」
ヒアリング資料

一般社団法人新経済連盟

２０１５年１１月１３日

研究開発税制の在り方について
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新経済連盟とは －3つの理念－

新経済

 イノベーション （Innovation）

 アントレプレナーシップ（Entrepreneurship）

 グローバリゼーション （Globalization）

３つの理念の実現を推進し、新経済の発展を追求
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新経済連盟とは －団体概要－

■会員数

■幹事会 32人のCEO (会員企業から)

549社（2015年10月現在）

■理事会

代表理事

三木谷 浩史 (楽天)

理 事

藤田 晋 (サイバーエージェント) 

熊谷 正寿 (ＧＭＯインターネット)

監 査 役

石田 宏樹 (フリービット/トーンモバイル)

■設 立

代表理事 三木谷浩史

楽天株式会社

代表取締役会長兼社長

理事 藤田晋

株式会社サイバーエージェント

代表取締役社長

理事 熊谷正寿

GMOインターネット株式会社

代表取締役会長兼社長

監査役 石田宏樹

フリービット株式会社 代表取締役会長/創業

者

トーンモバイル株式会社 代表取締役社長

2010年2月22日 eビジネス推進連合会 (JeBA) 設立
2012年6月1日 新経済連盟 (JANE) に改称
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新経済連盟とは －プロジェクト・チーム(PT)ー

３つの理念に基づき、新経済発展のために必要な課題を掲げ
プロジェクトチーム(PT)を運営、政策提言等を実践

日本のイノベーション
基盤の確立

1．イノベーション社会基盤推進PT

2．新産業創出促進PT

日本の起業環境・
ビジネス環境の向上

3．起業促進PT

4．働き方におけるダイバーシティ実現PT

5．税・社会保障検討PT

日本のブランド力・
国際展開力の向上

6．教育改革PT

7．観光立国PT

8．地方創生PT

9．少子化・人口問題検討PT



日本のＧＤＰ世界シェアの低下
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■日本のＧＤＰシェア：2050年に2％未満にまで低下

■アジア地域のGDPシェア：約28%(2010年)→約48%(2050年)

2010年

日本 5.8 %

北米

アジア

日本

西欧、東欧

南米

2050年

日本 1.9%

日本

北米

アジア

西欧、東欧

南米

出所： 英・エコノミスト誌 「 2050年の世界: 英『エコノミスト』誌は予測する」 (2012/8) 

2030年

日本 3.4%



今の日本に必要なこと

■発想の転換

■Defenseでなく、Offense
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１．いま、世界で何が起きているのか？
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情報を制するものは世界を制する
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■インターネットによるビッグバンがおきており、データ流通量が急増。

■「情報を制する者は世界を制する」

■諸外国は、上記の認識をもとに、成長戦略・情報戦略を再構築。

■一方、日本は、世界の動きを意識せず、ガラパゴス化。このままでは

情報が日本から世界に流れてしまう危機も。

■世界の動きに対抗するためには、日本に、情報や人・ものがあつま

るようにすることが必要。また、社会全体を最先端の状況に即応でき

る体制に変革することが必要不可欠。



（エクサバイト1018 ）
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生活・行動

金融

マーケティング

ショッピング

トラベル

教育・学習

メディア

出版

医療

国境・国家

電力

交通・輸送

通信・コミュニケーション

Internet Ｂig Bang
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スマートデバイス

Internet of Things

ビッグデータ

シェアリングエコノミー

10



スマートデバイスがメインデバイスに
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（千台） インターネット接続デバイス数予測

2018年にはスマートフォン・タブレットデバイスでの

インターネット接続がPCの約3倍に
出所： BI Intelligence "Number of Devices In Use Globally"



すべてのものはインターネットにつながる
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Internet of Things（IoT）

IoTの世界市場規模 民間企業予想

6600億ドル

1.7兆ドル

2014 2020

"今後さらに

99.4%のモノが

インターネットにつながる"
例） インターネット接続された自動車（世界）

2013 2020

1億5,200万台

2,300万台

出所： IDC IHS Automotive



ビッグデータ等が変えるサービスの在り方
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ビッグデータ・ＩｏＴ・ＡＩが可能に
すること

・精緻な未来予想

・最適な人の行動を
大量のデータに基づき
ＡＩが自動判断

ビッグデータ・ＩｏＴ・ＡＩ活用の具体例

1) 医療：研究開発の加速化（iPS細胞の発見）

2) 公衆衛生：感染症の拡散予測と個人への注意喚起

3) 農業：センサーを用いた水分量や温度などのモニタリン
グと遠隔・自動調整

4) 車：ＡＩによる自動運転

5) 住宅 ：需要者の好みに応じたエネルギー使用

6) 製造業 ：データの蓄積とＡＩを活用した解析による高度な
予測モデルによる生産

7) 流通 ： ＡＩによる高度な需要予測に基づくサプライチェー
ン全体でのリアルタイム在庫管理

8) インフラ ： リアルタイムデータから設備の老朽化箇所をＡ
Ｉで事前予測して対応

9) 電力 ：需要者に合わせた効率的な電力供給の実現

10) 行政サービス：スマート・シティによる効率化



情報を制する者は世界を制す
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EU
・本年５月に

デジタル単一市場

実現の工程表を公
表

フランス

・オンライン書店の
無料配送を禁止する
反アマゾン法の制定

中国
・外国企業に対する

ソースコード開示要
請

・本年7月に政府によ

る情報管理を強化す
るサイバーセキュリ
ティ法案公表

ロシア
・本年９月より

海外企業に対する

ロシア人の個人データ
の国内保管義務付け

米国

・海外企業によるハイ
テク産業等の重要基
盤産業の買収制限
（議会・行政府による

審査）
・本年10月までにサイ

バーセキュリティのた
めの官民協力を促進
する法案が上院・下

院を通過

TPP
・電子商取引を阻害する
ような過剰な規制が導入
されないよう規定

・オンラインでの個人情
報・消費者保護を規定

世界はデータに対する戦略
見直しへ



497.3

293.4 287.5

207.6

177.8

73.7 65.9
46.3 38.8 38.2 33.5 33.5 24.3 20 19.2

As of October  30, 2015.   1USD = 120.90 JPY, 1USD = 7.7500 HKD

中国の台頭（1/2）

インターネット企業の時価総額ランキング

ベスト10に中国企業が４社も占める状況
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中国の台頭（２／２）
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ネット通販の本場である米国をも超える流通総額に

ネット通販の流通総額

0

10

20

30

40

50

60

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

米
中

（兆円）

出所：マッキンゼー・グローバル研究所「中国のデジタル化への変貌、インターネットの生産力と成長への影響（2014年7月）より

ドローン物流の最先端

・大手物流会社SF Expressは、

2013 年より配送実験実施。1日

500件配送可能な体制をもつ

・アリババは、ドローンを利用し

た商品配送実験を実施

（北京、上海、広州）



ハードウェアからエコシステムの時代へ
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NASDAQけん引役が様変わり
時価総額（2000年3月比） 構成銘柄

-61%

勝ち組
Apple x 37

x 3

-68%

2004年上場

2012年上場

2009年退場

（オラクルが買収）

苦戦

2013年退場

（投資ファンドが買収）

出所：日本経済新聞朝刊等より（2015年４月25日）

ハードウェアの品質にだけ依存するのは極めて危険
⇒ビジネスモデルで競争する時代へ



日本発のリーダー企業を作るべき
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■日本発の次世代のトヨタのようなリーダー企業を
作る必要。

アメリカ

グーグル

フェイスブック

中国

テンセント

アリババ
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「情報・データ」を扱う企業の
研究開発に対する後押しを。

アジア近隣諸国との
競争を意識すべき。

現代においてイノベーションを
生み出すには「情報」がすべて。



２．研究開発税制に関する考え方
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税制に関する基本的な問題意識

 税制全体が製造業中心の産業構造を前提と
しており、サービス企業の興隆に代表される変
化に対応しきれていないのではないか。

⇒その象徴が研究開発税制
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農林水産業, 0.5% 建設業, 
1.3%

製造業, 6.2%

情報通信, 29.8%

運輸・郵便, 0.5%

流通・小売業, 
20.7%

金融・保険, 2.0%

不動産, 0.9%

宿泊・飲食・旅

行, 0.9%

サービス業, 24.3%

医療・福祉, 1.1%

教育・学習支援, 2.2%

その他, 9.5%

新経済連盟 会員企業の業種内訳

⇒「情報・データ」をもとに
「サービス」を提供する企業が中心



24

 殆どの会員企業は「専ら要件」によって研究開
発税制を活用できず。

 活用しているのは、「研究所」を持っている企
業等、数社にとどまる。

 「情報やデータを基にサービスを提供する企業
にとって研究開発税制は無関係のもの」と最
初から思っている企業も多数。

■新経済連盟会員企業における研究開発税制
の活用状況

会員企業の現状
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 サービス業の場合、研究開発と事業化・
商品化工程が不可分。

 担当者は一連の過程すべてに関与してい
る場合が殆ど。

⇒「専ら要件」の壁で研究開発税制を
活用できない。

研究開発 事業化・商品化

事業化・商品化研究開発

現在の問題点①：「専ら」要件

□製造業
「研究開発」の
切り分けが可能

□サービス業
切り分けが困難
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 中小・ベンチャーの場合、限られた職員
数の中で、一人の職員が複数の職務を兼
務するのが常態

⇒研究開発の専任職員を置くことが困難で
ある場合が多い。

現在の問題点①：「専ら」要件

【ある会員企業の場合】
・創業3年目
・従業員数80名

経営企画

税務

開発

総務

一社員
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 販売目的ソフトウェア
会計上、税務上ともに、取得価額に含めないこと
ができる（＝損金算入可能）。

現在の問題点②：ソフトウェア開発

 自社利用目的ソフトウェア
会計上：将来の収益の獲得又は費用削減の効果が確

実である場合を除いて取得価額に含めない
ことができる。

税務上：将来の収益獲得又は費用削減にならないこ
とが明らかな研究開発費のみを取得価額に
含めないことができる。

○法人税基本通達7－3－15の3 (2)
ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる。
(2) 研究開発費の額（自社利用のソフトウエアについては、その利用により将来の

収益獲得又は費用削減にならないことが明らかなものに限る。）
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将来収益獲得または
費用削減の可能性

会計 税務

確実 資産計上
資産計上

不明確
費用処理

確実性なし 費用処理

現在の問題点②：ソフトウェア開発

 「将来の収益獲得又は費用削減にならない
ことが明らかな研究開発費」とは？

自社利用目的ソフトウェアの開発費の処理に係る会計と税務の相違

⇒どこまで費用処理できて、どこから資産計上
せねばならないか、線引きがあいまい
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会員企業の事業に関する具体例



プラットフォーム

製品化設計・開発

一般的製造業

製品化
決定

具体例①：

提供するサービスに係る開発の特徴

• サービスプラットフォームに実装すべき新
機能をまず決定(意思決定が先)

• 決定後に開発開始
 開発開始時にリリース日も決定

 新機能を早期に世に出すことを優先
（早い者勝ちの世界）

 機能から先に決め、当該機能を実現
するための設計、プログラミング等に
ついて後で試行錯誤

 新規もしくは既存のプログラミング技
術などをいかに組み合わせるかが
重要。組み合わせには知識・ノウハ
ウ等を使う。

 リリース＝完成ではない⇒リリース
後もトライ＆エラーの繰り返し⇒見方
を変えると、サービスローンチをまず
実施したうえで市場実験を繰り返し
ていると言える

 開発者がもっとも詳しいため、運用
＆保守にも関与⇒専ら要件困難

特徴：多数のトライ＆エラー
が高速回転している

30



31

具体例②：

■ 新規事業の立ち上げ：
アイデアを基に数名のチームを編成
（主に、プロデューサー＜ビジネス統括＞・デザイナー＜視覚的
部分のデザイン＞・エンジニア＜開発＞・リクルーター＜必要な
コンテンツ等を外部から調達＞から成る。5～30人程度。）

⇒ 開発（ビジネスモデルの洗練化、デザイン、システム構築、
動作確認 など）

⇒ サービスのリリース（チームがそのまま担当）
⇒ 運用・改善（チームがそのまま担当）

■ アイデア出しから、開発、リリース、運用・改善までに同一の
チームが一貫して関わるのが通常。

会員企業Ｂ（ネットサービス業）の場合
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具体例③：

■ 新規事業の立ち上げ：
プロジェクトごとに数名のチームを編成

⇒ リサーチ（市場調査・海外調査）
⇒ 事業開発
⇒ 事業化・商品化（既存部署に引き渡すこともあれば、チームが

そのまま担当することもある）

■ 調査・研究：
基礎的な調査・研究を行う専門部署を設置。
国内外の教育に関わる情報収集・データ分析

■ 最先端の技術・ビジネスモデルとの融合：
専門部署があり、そこは更に事業開発担当と調査担当に分化

会員企業Ｃ（サービス業）の場合
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具体例④：

ウォーターフォール型： 基本計画⇒
外部設計⇒内部設計⇒プログラム
設計⇒プログラミング⇒テスト、とい
う工程に分けて順序通り行う方法。
前の工程には戻らない前提。

会員企業Ｄ（決済サービス業）の場合

 人材面：新サービスのアイデアがあってもエンジニアリソースの確
保がままならず、アイデアが具体化できないケースも。

 開発の工程：
「ウォーターフォール型」よりも、「アジャイル型」が主流。

アジャイル型： 仕様や設計は変更が当
然との前提に立ち、厳密な仕様は決め
ずに、細かい反復開発を開始。小単位
での「実装→テスト実行」を繰り返し、
徐々に開発を進めていく手法。
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海外の事例

 イノベーション支援の枠組みを諸外国は整備。
 中国・韓国等、近隣諸国がＩＴ等を活用した新ビジネスを支援
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項目ごとに見た海外の事例①

 英国：大企業と中小・ベンチャーで別のスキームを用意。中
小・ベンチャーにより高い損金算入割合を設定（225％）。

 フランス：一般的な研究開発税額控除に加えて、中小・ベン
チャーのみを対象としたイノベーション税額控除制度が存在
（イノベーション費用の20％）。一般的なものとの重複適用
が可能。

 韓国：中小・ベンチャーにより高い控除率を設定。また、技術
力が脆弱な中小・ベンチャーが大学・研究機関と共同研究・
共同開発しやすいよう支援。

研究開発税制について： a. 中小・ベンチャー支援
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研究開発税制について： b.分野重点化

 韓国：ロボット、再生エネルギー、コンテンツソフトウェア、高
付加食品産業、ＩＴ融合などを「新成長動力産業分野」とし
て、クラウドコンピューティング、知識情報保安などを「源泉
技術分野」として指定。これらの研究開発を税制上優遇。

 中国：電子情報技術、新医療技術、航空・宇宙関連技術、
ハイテクサービス産業などを国家重点支援対象の先進的
技術に指定。

項目ごとに見た海外の事例②
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項目ごとに見た海外の事例③

 オランダ：研究開発活動に帰属する費用の控除（RDA）と賃
金（人件費）に対する控除（WBSO）を別制度として設置。

 フランス：新製品のプロトタイプ設計やパイロットプラントか
ら生じる費用を「イノベーション費用」として税額控除の対象
に。

 米国：「従業員のサービスのうち適格サービスの遂行におい
て実施された部分に対して支払われた範囲の賃金」が研究
開発税額控除の対象に。

 中国・韓国：人件費ほか、デザイン開発費用、企業が従業
員に支払った発明補償金、年金、住宅基金等、幅広い範
囲を研究開発費用として認める。

研究開発税制について： c.税制の適用対象
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項目ごとに見た海外の事例④

 英国・フランス・オランダ等：イノベーションボックス制度（特許
取得、あるいは研究開発認定を受けた無形資産が対象）。

 フランス：研究開発に積極的な若い企業（「新興革新企業」）
や大学発ベンチャーへの課税軽減（最初の利益計上年度の
法人税全額免除など）。法人税控除未済額の還付制度も。

 中国：新興テクノロジー企業・インキュベータをリスト化し、税
優遇措置、補助金。

 英国・フランス・オランダ・韓国・中国など：
研究開発のための施設・設備の加速償却・即時償却。

 フランス：企業と連携する研究機関を政府が認定し、企業が
これとパートナーシップ提携を行うと、公的機関・大学との共
同研究と同等の税額控除対象となる（カルノーラベル制度）。

研究開発税制以外の税制支援について
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税制以外の支援について

 ドイツ：エネルギー、ヘルスケア、交通・運輸、セキュリティ、
通信技術などを「ハイテク戦略」として指定し、事業プロジェ
クトごとに連邦政府が補助金を支給。中小・ベンチャーによ
り高い助成率を設定。

 ドイツ：産学連携の促進のため、公的研究機関からの技術
移転支援プログラムで学会・産業界の情報交流支援や中
小企業の知的財産保護支援の活動を実施。

 フランス：研究開発に積極的な若い企業（「新興革新企
業」）や大学発ベンチャーについて、社会保障の事業主負
担金の免除。

項目ごとに見た海外の事例⑤
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選択肢①：研究開発税制の工夫・柔軟化

我が国における「情報・データ」を扱う企業への後押し

選択肢②：アウトプットを対象とする新税制

選択肢③：税制以外による支援
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■提案例

 研究開発の基礎となる「情報・データの収集・分析」を研究
開発税制の対象として明確に位置づけ。

 業種ごと、企業規模ごとの基準を設定。例えば、製造業と
サービス業で異なる基準を設定し、対象企業や条件等につ
いて政府が明確なガイドラインを策定。

 アジア諸国を参考に、重点分野を指定し、例えば 「みなし研
究開発費」を導入。一定割合を研究開発に用いた費用とみ
なし、それに対して税制上の措置。

 自社利用目的ソフトウェア開発における資産計上と費用処
理の境界を明確化するガイドラインを策定。

選択肢①研究開発税制の工夫・柔軟化

我が国における「情報・データ」を扱う企業への後押し
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■提案例

 イノベーションボックス（パテントボックス）をモデルとし、
企業が生み出す無形資産に対して、一定の基準に基づ
いて、それが生み出す利益への課税を軽減。

 対象とする無形資産の判断基準の例としては、特許権・
意匠・商標権等のほか、政府機関・それに準ずる機関に
よる認定 など。

 その他、ＩＴ投資を促進するための税制。

我が国における「情報・データ」を扱う企業への後押し

選択肢②アウトプット等を対象とする新税制
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■提案例

 特定分野・特定テーマを指定し、重点的に支援。
分野例：ヘルスケア、エネルギー、セキュリティ、交通・運輸 等
テーマ例：キャッシュレス、ペーパーレス、人工知能、テレワーク 等

 ドイツを参考に、上記の重点分野・テーマに合致する企業に補助
金で支援。

 重点分野・テーマに合致するベンチャー企業に就職した人材への
優遇措置 など。

 産学連携：フランスを参考に、認定研究機関との共同研究の促
進支援 など。

我が国における「情報・データ」を扱う企業への後押し

選択肢③税制以外による支援




